
2020/12/20

1

複線型労働紛争解決システム
について

元・東京都労働相談情報センター

坂 本 孝 夫

労働法・労働行政・司法手続の関係
[ 集団的労働関係 ] [ 個別的労働関係 ]

＜法＞

労働基準法・労働契約法(2008)

労働組合法・労働関係調整法 派遣労働法・雇用均等法 (1985)

パート労働法・育児介護休業法・高年齢者雇用安定法
(1993) (1995) (1985)

＜行政＞
労働委員会 労政主管事務所 労基署,労働局（相談,助言・指導,あっせん）

（労働相談情報C,労働C,総合労働
事務所,労働者支援事務所etc.） （個別労働関係紛争解決促進法：2001)

＜司法＞ 本案訴訟・仮処分 労働審判
(2006)



2020/12/20

2



2020/12/20

3



2020/12/20

4

個別労働紛争解決システムの運用状況
（中央労働委員会作成）
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（年度：平成）

解決方法のフローチャート
＜東京都労働相談情報センター＞
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